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はじめに

介護保険事業計画について次のような修正意見を原案とともに審議して下さいますようお
願い申し上げます。

第5章 介護保険事業計画

3 保険料の設定及び財政の見込み
1 保険料の設定と足立区の財政の見込み

事務局原案 (2 ) 保険給付費の算定
平成24 年度から26 年度までに給付される標準給付額を 1, 2 9 3 億円と算出しまし

　　
　

この額に地域支援事業費 (保険給付費の3 % ) を加算し友ものが保険料算定の基準額にな
ります。
この時点では 3 9 億円と算出しまし左。
なお、介護報酬の改定が実施されを場合は標準給付額及び地域支援事業費は変わります。

修正提案
平成24 年度から26 年度までに給付される標準給付額を 1 , 2 5 8 億円と算出しました。
この額に地域支援事業費 (保険給付費の 3 % ) を加算したものが保険料算定の基準額にな
ります。
この時点では 3 9 億円と算出しました。

2 第 5期介護保険料基準額の設定
(1 ) 保険料算定額説明
事務局原案
前述の保険給付費の額から、 国 ･都 ･区の法定負担分、 及び第2 号被保険者保険料を差

し引いたものが第争号被保険者保険料になります。
平成2 2 年度までの実績、 及び第2 号被保険者の負担割合の変更から必要となる第5 期

介護保険料は、 2 9 1 億円 (介護報酬l改定が実施された場合は変更されます。 ) と算定し
ました。
これを第乍号被保険者数 (推計) で除して収納率を勘案して積算したものを基準保険料

としています。
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足立区第5 期介護保険料基準額 (暫定額) 月額5 ,6 4 0 円

修正提案
平成22 年度までの実績、及び第 2号被保険者の負担割合の変更から必要となる第 5期介

護保険料は、 249 億円 (介護報酬改定が実施された場合は変更されます。 ) と算定しまし
た。

これを第 1号被保険者数 (推計) で除して収納率を勘案して積算したものを基準保険料
としています。
足立区第 5期介護保険料基準額 (暫定額) 月額4,380 円

(2 ) 保険料のあり方 (検討案)
②段階区分の多段階化
事務局案
保険料の増額を緩和するため、 従来の第す0 段階の上に2 段階を設定し、す2 段階としま
した。 その結果、 所得に応じた介護保険料は、 次表のとおりとなります。
なお、 第3 段階の多段階化については、 現在、 国が検討しています。

修正提案
保険料の増額を緩和するため、 12 段階よりさ拭こ応能負担原則を広げること。
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第5期 介護保険料基準額の算定 (針谷試算)

2 0 1 1 , 1 2 . 1 5

鰍 保険給付費の見込み (給付費の増加率4 ~ 6 % )

年度 保険給付費 施設整備 地域支援事業 合計 (百万円)年度 保険給付費 施設整備 地域支援事業 合計 (百万円)
2 3 3 5 8 0 0 4 4 6 6 0 0 3 8 2 7 2
2 4

･ 3 9 8 0 4
2 5 4 2 1 9 2
2 6 4 3 8 7 8
合計 1 2 5 8 7 5
平均 の び 4 . 3 3 % と見積

2、 介護保険料の算定プロセス

A 第 5期に必要な保険給付費 1 2 5 8 億 7 5 0 0 万円
B 第↑号被保険者が負担すべき費用 2 6 4 億 3 3 0 0 万円
C 介護給付準備基金を投入 (B一 1 5億円) 2 4 9億円余
D 収納率 (9 6 . 5 % ) の影響 (C / 0 .965) 2 5 8億円
E 一人当たりの年負担額 (D / 446000) 5 7 8 4 7 円

収納率 (9 6 . 5 % ) の影響 (C / 0 .965) 2 5 8億円
一人当たりの年負担額 (D / 446000) 5 7 8 4 7 円
額保険料 4 8 2 0 円

区 芸が要 している 5 % の国庫補助を区が自ら負担する 3 0 億円 3

年 1 0 億円負担する。
月 4 2 6 0 円

結論 値上げ必要なし



く (5 ) 将来の財政負担 基金 〉
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◆ 2 1 年度の主な積立額は、財政調整基金に 9 7 億 4 7 百万円、義務教育施設
建設資金積立基金に2 7 億 9 1 百万円、 減債基金に 2 1億 1百万円

◇ 新設した基金と積立額は、緊急待機児童対策基金 6億円、子ども元気基金
3 億円

◆ 基金からの取崩額の主な使途は、 P 2 3 を参照

特撻圓約璽釜鬱積壷額鑿◎状況
基金の名称

財政調整基金

2 1 年度末

現在高
18 ,0 6 3

2 2年度 2 2年度末

現在高
‘22 ,0 3 0

積立額
9 , 7 4 7

取崩額
5 ,7 8 0

減債基金 2 4 ,3 4 9 2, 10 1 4 ,4 6 3 2 L 987

公共施設建設資金積立基金 9 , 7 7 8 14 1, 13 1 8 , 6 6 1

地域福祉振興基金 7 ,2 9 0 1, 10 9 4 16 7 ,9 8 3

…“蓼目脳-にへた建 設資金積立基金 29 , 2 8 5 2 , 79 1 1,8 52 30 , 2 24

育英資金積立基金 558 7 9 95 5 4 2

住宅等対策資金積立基金 155 0 ･ 1 0 155

一般区営住宅改修整備資金積立基金 1, 2 5 9 152 1 1,4 10

環境基金 420 0 . 5 10 4 10

化芸術振興基金 742 1 79 664

竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事
業資金積立基金 1 1, 5 0 4 14 0 1 1, 5 18

緑の基金 53 1 L O02 4 1,5 2 9

協働パートナー基金 200 2 0 202

緊急待機児童対策基金 600 0 600

子ども元気基金 300 0 300

合 計 104,134 17 , 9 1 1 13 ,8 3 1 108,2 15

※ 財政調整基金の積立額には、 2 1年度の歳計剰余金から基金に編入した
3 0 億円が含まれています。

※ 減債基金の積立額には、 2 1 年度の歳計剰余金から基金に編入した 2 0
億円が含まれています。


